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契約の解除

債務不履行への対抗措置

契約の解除とは、有効に成立した契約の一方の当事

者の意思表示によって、その契約がはじめから存在し

なかったと同様の状態にもどす制度です。

契約上の債務を契約どおりに実行しないことを債務

不履行といいますが、契約当事者の一方は他方の債務

不履行を原因として契約を解除することが認められま

す（民法５４１～５４３条）。

解除がなされると、契約から生じた債権債務がまだ

履行されてない場合には当事者はその履行を請求でき

なくなり、一部又は全部が履行されていればお互いに

履行されたものを返還しなければならないことになり

ます。

たとえば、ＡがＢに土地を１０００万円で売る契約

をしたところ、Ｂが約束の期日までに代金を支払わな

いとします。契約に定めた代金を支払期日に支払わな

いことは、履行遅滞という債務不履行にあたります

（同４１２条）。

その場合、ＡはＢに対し、土地の引渡しと引換えに

代金を取り立て、かつ、履行遅滞に因る損害賠償を請

求するか、Ｂの履行遅滞を理由に一方的に契約を解除



するかのいずれかをとることができます。

解除がなされるとＡの引渡債務もＢの代金支払もま

だ履行されていない場合にはＡもＢも履行しないでよ

いことになり、土地の引き渡しがなされている場合に

はＡは引き渡した土地の返還を求めることができます。

さらに、Ａは契約を解除したうえでなお損害賠償請

求することもできます（同５４５条③）。

たとえば、契約後に目的の土地の値段が８００万円

に下落していたとすれば、Ａは土地を取り戻しても契

約代金との差額２００万円の損害を被ることになるの

で、Ｂに損害賠償請求することができるのです。

履行遅滞を理由に契約を解除するには、まず相当期

間を定めて代金の支払を催告し、その期間内に支払わ

れないときに解除の意思表示をするというのが順序で

す（同５４１条）。

催告する方法として、一つの通知の中で相当期間内

に代金を支払うこと、期限までに支払わないときは契

約を解除することを併せて通知することもできます。

この通知は形式がきめられているわけではありません

が、内容証明郵便のように証拠の残る方法をとるのが

よいでしょう。


